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政
府
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
、
民
間
の
英
語
資
格
・
検
定
試
験
（
以
下
、
英
語
民
間
試
験
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
、

大
学
入
試
で
英
語
の
四
技
能
を
評
価
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
「
大
学
入
試
英
語
成
績
提
供
シ
ス
テ
ム
」
の
運
営
を
開
始
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
以
下
の
通
り
、
質
問
し
ま
す
。 

一 

英
語
民
間
試
験
は
、
高
校
三
年
生
の
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
の
で
、
事
実
上
、
高
校
三
年
生
の
四
月
か
ら
大
学
入
試
が
始

ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
英
語
民
間
試
験
の
準
備
と
、
部
活
動
の
大
会
や
学
校
行
事
が
重
な
る
と
高
校
三
年
生
の
高
校
生
活

に
支
障
が
出
ま
す
が
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

二 

高
校
三
年
生
に
な
っ
て
か
ら
大
学
進
学
を
目
指
す
こ
と
を
決
意
し
た
場
合
、
英
語
民
間
試
験
を
受
験
す
る
た
め
の
手
続
き

の
ス
タ
ー
ト
が
遅
れ
、
状
況
に
よ
っ
て
は
一
回
し
か
英
語
民
間
試
験
の
受
験
機
会
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
英
語

民
間
試
験
の
存
在
が
高
校
三
年
生
の
人
生
の
選
択
の
幅
を
狭
め
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い

て
の
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 
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三 

今
の
高
校
三
年
生
が
も
し
浪
人
し
た
場
合
、
不
合
格
と
決
ま
っ
た
来
年
三
月
以
降
に
、
四
月
以
降
の
英
語
民
間
試
験
に
、

す
で
に
二
〇
二
一
年
度
の
大
学
入
試
に
向
け
て
英
語
民
間
試
験
の
準
備
を
し
て
い
る
今
の
高
校
二
年
生
と
同
様
に
、
希
望
す

る
試
験
会
場
に
申
し
込
み
、
受
験
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。 

四 

三
に
つ
い
て
、
も
し
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
り
、
不
合
格
が
決
ま
っ
た
後
の
英
語
民
間
試
験
の
申
込
み
で
は
、
今
の
高
校
二

年
生
に
比
べ
て
、
試
験
会
場
の
選
択
等
の
面
で
不
利
あ
れ
ば
、
今
の
高
校
二
年
生
と
対
等
の
条
件
で
来
年
四
月
以
降
の
英
語

民
間
試
験
を
受
験
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
高
校
三
年
生
は
来
年
三
月
ま
で
の
大
学
入
試
の
合
否
が
決
ま
る
前
に
、
念
の
た

め
英
語
民
間
試
験
に
申
し
込
む
必
要
が
あ
り
ま
す
か
。 

五 

三
に
つ
い
て
、
も
し
現
在
の
高
校
三
年
生
が
念
の
た
め
、
英
語
民
間
試
験
に
申
し
込
み
、
予
約
金
を
払
っ
た
場
合
、
大
学

に
合
格
し
た
ら
、
当
該
生
徒
は
予
約
金
の
返
金
を
求
め
る
が
、
予
約
金
は
返
金
し
て
も
ら
え
ま
す
か
。
も
し
民
間
業
者
が
、

予
約
金
を
返
金
し
な
い
、
と
の
方
針
を
決
め
た
ら
、
文
部
科
学
省
は
、
業
者
に
予
約
金
の
返
金
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
か
。 

六 

五
に
つ
い
て
、
現
在
の
高
校
三
年
生
が
、
合
格
し
た
後
、
も
し
予
約
金
が
返
金
し
て
も
ら
え
な
い
な
ら
、
多
く
の
高
校
三

年
生
に
無
駄
な
出
費
を
強
い
る
こ
と
に
な
り
、
制
度
と
し
て
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 
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七 

英
語
民
間
試
験
の
活
用
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
各
大
学
の
利
用
状
況
、
各
英
語
民
間
試
験
の
日
程
・
試
験
会
場
の
情
報

を
容
易
に
検
索
で
き
る
シ
ス
テ
ム
の
整
備
も
必
要
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
全
て
の
受
験
生
が
特
別
な
負
担
な

く
ア
ク
セ
ス
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
整
備
の
予
定
は
あ
り
ま
す
か
。
ま

た
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
整
備
は
、
二
〇
二
一
年
度
の
大
学
入
学
（
二
〇
二
一
年
四
月
入
学
）
を
目
指
す
受
験

生
は
い
つ
か
ら
利
用
で
き
ま
す
か
。 

八 

英
語
民
間
試
験
の
結
果
を
利
用
す
る
こ
と
の
代
替
策
と
し
て
高
校
の
校
長
の
証
明
書
を
提
出
す
る
場
合
に
、
校
長
が
証
明

書
の
発
行
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。
も
し
拒
否
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
高
校
生
が
証
明
書
の
発
行
拒
否

に
対
す
る
不
服
を
申
立
て
る
制
度
は
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
既
卒
者
が
証
明
書
の
発
行
を
依
頼
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な

手
続
き
を
行
い
、
依
頼
す
れ
ば
証
明
書
は
必
ず
発
行
さ
れ
ま
す
か
。
証
明
書
が
発
行
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
状
況
が
想
定
さ
れ
ま
す
か
。 

九 

共
同
通
信
社
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
文
部
科
学
省
が
公
表
し
た
「
各
大
学
に
お
け
る
大
学
入
試
英
語
成
績
提
供
シ
ス
テ
ム
の

活
用
予
定
状
況
」
を
分
析
し
た
結
果
、
「
成
績
を
出
願
資
格
と
し
て
利
用
す
る
国
立
大
五
十
三
校
の
う
ち
過
半
数
と
な
る
二

十
九
校
は
、
成
績
が
中
学
卒
業
レ
ベ
ル
や
そ
れ
以
下
で
も
出
願
を
認
め
る
方
針
」
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
が
事
実
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で
あ
れ
ば
、
当
該
二
十
九
校
の
大
学
入
試
で
英
語
民
間
試
験
を
受
験
す
る
意
義
は
、
受
験
生
に
受
験
料
を
民
間
試
験
の
実
施

者
に
払
わ
せ
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
無
駄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

十 

高
校
二
年
生
で
、
公
益
財
団
法
人
日
本
英
語
検
定
協
会
が
実
施
し
て
い
る
英
検
二
級
に
合
格
し
て
い
る
生
徒
に
つ
い
て
、

そ
の
結
果
は
、
高
校
三
年
生
の
大
学
入
試
の
受
験
の
際
に
有
効
と
な
り
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
無
関
係
で
す
か
。 

十
一 

英
語
民
間
試
験
で
は
、
高
校
二
年
生
ま
で
に
英
語
民
間
試
験
を
受
験
し
て
獲
得
し
た
ス
コ
ア
や
等
級
が
大
学
入
試
と
は

無
関
係
で
、
再
度
の
受
験
を
求
め
る
こ
と
は
、
受
験
生
側
に
必
要
以
上
に
費
用
負
担
を
求
め
、
英
語
民
間
試
験
の
事
業
者
に

必
要
以
上
に
利
潤
を
得
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

十
二 

公
益
財
団
法
人
日
本
英
語
検
定
協
会
が
実
施
し
て
い
る
英
検
は
、
す
で
に
今
年
度
、
大
阪
会
場
は
締
め
切
っ
て
い
ま
す

が
、
来
年
度
は
、
英
検
の
大
阪
会
場
が
絶
対
に
満
席
に
な
ら
な
い
と
、
文
部
科
学
省
は
責
任
を
持
つ
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


